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２.国内先行施策評価
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先行する主な地球温暖化対策の運用状況等を、中環審国内排出量取引
制度小委員会の審議で示された６つの評価の視点を踏まえ、評価を実施。

評価の視点

【削減の確実性】
• 目標が設定されている施策（自主行動計画、省エネ法等）についてその削減目標をCO2排出量
に換算し、本検討において算出した削減効果との比較を行うことで達成状況を評価。

• 目標未達成時の措置等、制度・施策として目標達成や排出量の上限を担保する仕組みがあ
るかどうかについて整理。

【削減の効率性】

• 当該施策が実施されたことで選択された削減対策のための費用と削減効果の比として費用対
効果を算出し、同種の施策間で比較。

• 対策メニューが明らかになる場合にはMACカーブとの比較を行うことで経済効率的な削減対
策が選択されているか評価。

• 国内における技術開発・技術の普及に資するものであるかについて定性的に評価。

評価の視点
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評価の視点

【負担の強度】

• 施策対象者が実施した削減対策の費用や負担する税額がどの程度のものか、企業の売上高
やGDP等の指標と比較。

• 業種別の設備投資における地球温暖化対策のための投資の比率を負担の強度として評価。

【負担の公平性】
• 施策対象者に対する負担の強度（実施した削減対策の費用や負担する税額の売上高、GDP
等に対する比率等）を企業間、業種間で比較することにより負担の公平性を評価。

• 過去の削減努力が目標設定等に反映されているか、制度対象者と非制度対象者間の公平性
が担保されているか等について定性的に評価。

【制度運用の透明性】

• 統一的な温室効果ガス排出量算定のガイドラインが存在するか、報告様式や報告対象範囲
が明確化されているか等算定・報告に関する透明性や、補助金や税制優遇等の対象者が恣
意的でなく明確に定まるか等について定性的に評価。

【制度運営に係る事務負担】

• 直接的には費用として現れないが、行政コストの増加や事業者における制度に関する手続き
のための事務負担など、制度運用に係る負担を評価。
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評 価 （１）

• 補助金、地球温暖化対策のための税、FITについては、CO2の排出削減目標が
ないことに留意が必要である。

• 既存の施策の中で唯一CO2排出総量目標を設定し得る自主行動計画におい

ても、実際に設定しているのは一部業種に限られていること、目標達成状況に
ついても遵守していない業種があることなどから、施策全体として削減量が担
保されるものではない点に留意が必要である。

• 現行の主要施策の中では、排出の削減量を確保できる施策はなく、CO2排出

総量目標を設定し、その遵守を担保する仕組みを持つ国内排出量取引制度
はこの点の確保が可能である。

削減の確実性
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評 価 （２）

国内排出量取引制度では排出枠の取引を通じて削減費用が最小化されるため、

• 自主行動計画や省エネ法の工場･事業場規制などの削減対策を指定せず、企
業・事業所が自主的に削減対策を選択する種類の施策は、短期で投資回収が
可能な技術の導入を促進しており、削減費用の高い技術については、補助金
や一部の機器に対するトップランナー規制、固定価格買取制度がその導入を
促している。

• 地球温暖化対策のための税は、CO2コストの観点から税負担を下げるために税
率以下のコストとなる対策を促進する役割が期待される。

• 今後の温暖化対策を考える上では、短期で投資回収が可能な対策･技術を促
すだけでなく、長期的な視野でより多くの対策･技術が効率的に導入されること
が必要であり、国内排出量取引制度では、対策・技術に係る限界削減費用を適
切に勘案して各事業者の排出枠を設定することで対応が可能であると考えられ
る。

• 国内排出量取引制度では排出枠の取引を通じて削減費用が最小化されるため、
社会全体で見た際に効率的な削減対策の選択を促すという効果も期待できる。

削減の効率性



• 目標レベルや税率、買取価格等の制度側の設定内容に依存する。

• 企業の自主的な取組を尊重する自主行動計画では、業界団体が主体的に目
標を設定できるため、省エネメリットにより費用の回収が可能な対策を中心に実
施されると想定されるなど、現行の目標レベルを前提とすれば企業側の負担感
が一定以内に抑えられていると考えられる。

• 地球温暖化対策のための税の負担については、業種別の徴税額を当該業種
の業種別GDPで割った値が0.17%、固定価格買取制度については、業種別の電
力料金上昇分を当該業種の業種別GDPで割った値が0.0013～0.0018％と推計
されるが、他の義務的な施策も含め、これらは目標レベル等の設定によって変
動するものであり、国内排出量取引制度についても同様である。
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評 価 （３）

負担の強度
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評 価 （４）

• 制度対象者と制度非対象者との間の公平性については、温室効果ガスの排出
の観点からみて同程度の事業者が、業種･分野の違いにより、負担が大きく異
なることがないよう、可能な限り幅広い業種･分野を対象に同一のルールで負
担を求める制度とする方がより公平であると考えられる。

• 制度対象者間の公平性については、負担のレベルが大きく異なることのないよ
う、とりわけ一定程度の負担を対象者に求める場合には、単に自主的な取組を
求めるのではなく、一定のルールに基づき対策のレベルが決定され、かつ、そ
の結果が公平なものとなるようレベルの調整がなされていることが必要である。

• 固定価格買取制度は系統電力が対象であるため、系統電力使用量に応じた負
担となり、地球温暖化対策のための税は広く化石燃料を対象とし、化石燃料使
用量に応じた負担となるため、その点で公平であると言える。

• 自主行動計画については、負担の強度が公平となるよう目標が調整されている
ものではなく、また目標の遵守状況にもばらつきがある。

負担の公平性



• 事業者の負担については、価格を通じて負担する地球温暖化対策のための税
及び固定価格買取制度等を除き、何らかの実績等の報告が必要になる。

• 行政の負担については、制度運用開始後も、自主行動計画や省エネ法に基づ
く定期報告、補助金の採択及び実績確認等においては個々のデータを確認す
ることが必要となる。

• 国内排出量取引制度は、削減の確実性や負担の公平性について、他の施策に
比べより厳しく担保することとなることから、事業者や行政における事務負担は、
他の施策に比して相対的に高くなるものと考えられる。

9

評 価 （５）

• いずれの施策についても、算定・報告に関するガイドライン整備や、第三者検証
を義務づける等によって、透明性を確保することが可能である。

• 行政、制度参加者双方の負担や、その施策によって期待される削減量等のバ
ランスを考慮しつつ透明性を高める努力を継続することが重要である。

制度運用の透明性

制度運営に係る事務負担



評価のまとめ

• 各先行施策は、特定の技術を対象とする施策（トップランナー規制、
補助金、FIT）と、対策の種類を指定しない横断的な施策（自主行
動計画、省エネ法、地球温暖化対策のための税）に大別され、中
長期的な排出削減のためには、いずれの施策もポリシーミックス
を構成する上で重要な意味を持つ。

• 我が国が期限の定められた排出削減目標を設定する場合には、
対策の種類を指定しない横断的な施策の強化が求められることと
なる。

• 今後、我が国が中長期的な排出削減目標を設定し、その達成を
図る場合、様々な施策を総動員して実施することが必要となるが、
その際に国内排出量取引制度について検討するに当たっては、
中長期的な排出削減目標の内容に応じて、その実現に向け、削
減の確実性や効率性、負担の公平性など様々な視点を総合的に
評価していくことが必要である。
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